
緊急時引き渡しマニュアル 

 

 

令和７年度 緊急時引き渡し方法について【重要】 

 

引き渡しは、大きな地震や不審者など、児童のみで下校することが危険な時に実施されます。 

 

 

１．引き渡し順  学校に来られた方から順に引き渡しをする。 

 

 

２．手順     ①児童玄関から校舎へ入る。（靴は履き替えずそのまま外履きで入る） 

          

②上の学年から引き渡しを行う。 

お子様は、自分の教室で待機しています。お子様の教室へ行き、担任に 

「○○の母です。」「○○の父です。」というように、お子様のお名前とご自身の続き柄 

を明確にお伝えください。引き渡しカードをもとに確認した後にお子様を引き渡します。 

          ※児童も靴を履き替えない。 

          

③お子様と一緒に、体育館渡り廊下出口から下校する。 

 

３．注意事項  ・西階段は上り専用、東階段は下り専用です。 

         児童玄関より入りましたら、すぐ横の階段（西階段）を上ってください。 

         ※１年生の保護者の方は１度西階段を上り、職員室前を通って東階段を下りてから、 

１年生教室の方へお進みください。 

 

        ・各フロアの廊下は原則右側通行とします。 

         ※行き止まり箇所は、外側から教室側へＵターンしてください。 

 

        ・運動場が駐車場となります。 

         職員の誘導に従って車を停めてください。 

 

        ・保護者または家族、親族でない人（近所の方）への引き渡しはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 


